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(57)【要約】
　有機溶剤を取り込んだ粒子であって、経時的に有機溶
剤を少しずつ外部へ放出することができる性質である徐
放性を有すると共に、一定以上の圧力をかけると外殻が
破れて有機溶剤を外部へ供給することができる粒子を含
み、かつ、セルロースナノファイバー（Ａ）、水（Ｂ）
、及び、有機溶剤（Ｃ）を配合してなる組成物であって
、有機溶剤（Ｃ）とセルロースナノファイバー（Ａ）と
の配合量比〔（Ｃ）／（Ａ）〕が、質量比で、０．０５
～４５であり、セルロースナノファイバー（Ａ）を含む
外殻を備える粒子を含有し、有機溶剤（Ｃ）の少なくと
も一部が、前記粒子に取り込まれている状態である、組
成物。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルロースナノファイバー（Ａ）、水（Ｂ）、及び、有機溶剤（Ｃ）を配合してなる組
成物であって、
　有機溶剤（Ｃ）とセルロースナノファイバー（Ａ）との配合量比〔（Ｃ）／（Ａ）〕が
、質量比で、０．０５～４５であり、
　セルロースナノファイバー（Ａ）を含む外殻を備える粒子を含有し、
　有機溶剤（Ｃ）の少なくとも一部が、前記粒子に取り込まれている状態である、組成物
。
【請求項２】
　有機溶剤（Ｃ）の少なくとも一部が、前記粒子に内包されている状態、及び、前記粒子
の外殻を形成しているセルロースナノファイバー（Ａ）に吸着されている状態の少なくと
も一方である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記組成物中の固形分率が、当該組成物の全量に対して、８０～１００質量％である、
請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記組成物の２３℃、５０ｒｐｍにおける粘度が、５００～２００００ｍＰａ・ｓであ
る、請求項１～３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　前記組成物の２３℃でのＴＩ値（回転数５ｒｐｍにおける粘度／回転数５０ｒｐｍにお
ける粘度）が、１．２～２０である、請求項１～４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　セルロースナノファイバー（Ａ）の直径（太さ）の平均が、１～１０００ｎｍである、
請求項１～５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　セルロースナノファイバー（Ａ）の繊維長の平均が、０．０１～１０μｍである、請求
項１～６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項８】
　有機溶剤（Ｃ）の配合量が、前記組成物の全量に対して、０．０５～８０質量％である
、請求項１～７のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９】
　水（Ｂ）と有機溶剤（Ｃ）との配合量比〔（Ｂ）／（Ｃ）〕が、質量比で、０．１～１
０００である、請求項１～８のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０】
　有機溶剤（Ｃ）が、炭素数２０未満の有機溶剤（Ｃ１）を含む、請求項１～９のいずれ
か一項に記載の組成物。
【請求項１１】
　界面活性剤の含有量が、セルロースナノファイバー（Ａ）の全量１００質量部に対して
、１０質量部未満である、請求項１～１０のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１２】
　セルロースナノファイバー（Ａ）以外の多糖類の含有量が、セルロースナノファイバー
（Ａ）の全量１００質量部に対して、１０質量部未満である、請求項１～１１のいずれか
一項に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　繊維状多糖の一つであるセルロース原繊維は、農業、食品、化粧品、薬剤、フィルタ等
の広範な用途への適用が検討されている。特に、近年、このセルロース原繊維を種々の方
法で微細化したセルロースナノファイバーが、新材料として注目されている。
　例えば、特許文献１には、通気性を有する支持体に、数平均繊維径が１～５０ｎｍのセ
ルロースナノファイバーを所定の割合で付着させた、エアフィルタ用濾材について記載さ
れている。
　特許文献１には、当該エアフィルタ用濾材に用いるセルロースナノファイバーは、粒子
捕集性能を有する旨の記載がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－１７７０９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、例えば、農業、食品、化粧品、薬剤等の分野において、有機溶剤を取り込み
つつ、経時的に当該有機溶剤を少しずつ外部へ放出する性質（徐放性）を有し、有機溶剤
を取り込んだカプセルのような粒子の形成が求められる場合がある。
　また、このような粒子を含む組成物は、通常は有機溶剤の外部への放出が抑えられつつ
も、必要時に圧力が加えられて粒子の外殻が破られることで、有機溶剤を外部へ供給する
こともできるため、このような特性が必要とされる用途への適用も可能である。
【０００５】
　一般的なセルロース原繊維は、界面活性剤を代替し得る機能を有し、親水基と疎水性部
位とを有する両親媒性材料である。そのため、セルロース原繊維を用いることによって、
有機溶剤を吸着することは可能である。
　しかしながら、一般的なセルロース原繊維を用いて有機溶剤を吸着させた場合、吸着し
た有機溶剤を経時的に徐々に外部へ放出する性質、つまり徐放性までは有していない。ま
た、当該有機溶剤は、セルロース原繊維の繊維状物の表面に吸着された状態であって、当
該有機溶剤を取り込んだカプセルのような粒子は形成されない。
【０００６】
　本発明は、有機溶剤を取り込んだ粒子であって、経時的に有機溶剤を少しずつ外部へ放
出することができる性質である徐放性を有すると共に、一定又はそれ以上の圧力をかける
と外殻が破れて有機溶剤を外部へ供給することができる粒子を含む組成物を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、様々な検討を行った結果、セルロースナノファイバー、水、及び、有機
溶剤を配合してなる組成物において、有機溶剤とセルロースナノファイバーとの配合量比
を所定の範囲となるように調製することで、セルロースナノファイバーを含む外殻を備え
る粒子を含む組成物が得られるという知見を得た。
　本発明は、当該知見に基づき完成されたものである。
【０００８】
　すなわち、本発明は、下記［１］～［１２］に関する。
［１］セルロースナノファイバー（Ａ）、水（Ｂ）、及び、有機溶剤（Ｃ）を配合してな
る組成物であって、
　有機溶剤（Ｃ）とセルロースナノファイバー（Ａ）との配合量比〔（Ｃ）／（Ａ）〕が
、質量比で、０．０５～４５であり、
　セルロースナノファイバー（Ａ）を含む外殻を備える粒子を含有し、
　有機溶剤（Ｃ）の少なくとも一部が、前記粒子に取り込まれている状態である、組成物
。
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［２］有機溶剤（Ｃ）の少なくとも一部が、前記粒子に内包されている状態、及び、前記
粒子の外殻を形成しているセルロースナノファイバー（Ａ）に吸着されている状態の少な
くとも一方である、上記［１］に記載の組成物。
［３］前記組成物中の固形分率が、当該組成物の全量に対して、８０～１００質量％であ
る、上記［１］又は［２］に記載の組成物。
［４］前記組成物の２３℃、５０ｒｐｍにおける粘度が、５００～２００００ｍＰａ・ｓ
である、上記［１］～［３］のいずれか一つに記載の組成物。
［５］前記組成物の２３℃でのＴＩ値（回転数５ｒｐｍにおける粘度／回転数５０ｒｐｍ
における粘度）が、１．２～２０である、上記［１］～［４］のいずれか一つに記載の組
成物。
［６］セルロースナノファイバー（Ａ）の直径（太さ）の平均が、１～１０００ｎｍであ
る、上記［１］～［５］のいずれか一つに記載の組成物。
［７］セルロースナノファイバー（Ａ）の繊維長の平均が、０．０１～１０μｍである、
上記［１］～［６］のいずれか一つに記載の組成物。
［８］有機溶剤（Ｃ）の配合量が、前記組成物の全量に対して、０．０５～８０質量％で
ある、上記［１］～［７］のいずれか一つに記載の組成物。
［９］水（Ｂ）と有機溶剤（Ｃ）との配合量比〔（Ｂ）／（Ｃ）〕が、質量比で、０．１
～１０００である、上記［１］～［８］のいずれか一つに記載の組成物。
［１０］有機溶剤（Ｃ）が、炭素数２０未満の有機溶剤（Ｃ１）を含む、上記［１］～［
９］のいずれか一つに記載の組成物。
［１１］界面活性剤の含有量が、セルロースナノファイバー（Ａ）の全量１００質量部に
対して、１０質量部未満である、上記［１］～［１０］のいずれか一つに記載の組成物。
［１２］セルロースナノファイバー（Ａ）以外の多糖類の含有量が、セルロースナノファ
イバー（Ａ）の全量１００質量部に対して、１０質量部未満である、上記［１］～［１１
］のいずれか一つに記載の組成物。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の組成物に含まれる粒子は、有機溶剤を取り込んだ粒子であって、経時的に有機
溶剤を少しずつ外部へ放出することができる性質である徐放性を有すると共に、一定又は
それ以上の圧力をかけると外殻が破れて有機溶剤を外部へ供給することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例７で調製した組成物をデジタル顕微鏡で観察した際に取得した画像である
。
【図２】実施例及び比較例で調製した組成物をデジタル顕微鏡で観察するための測定サン
プルの模式図であって、（ａ）は、作製途中の測定サンプルの平面模式図であり、（ｂ）
は、作製した測定サンプルの正面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
〔組成物〕
　本発明の組成物は、セルロースナノファイバー（Ａ）、水（Ｂ）、及び、有機溶剤（Ｃ
）を配合してなるものであって、セルロースナノファイバー（Ａ）を含む外殻を備える粒
子を含有する。以下、セルロースナノファイバー（Ａ）、水（Ｂ）、及び、有機溶剤（Ｃ
）をまとめて「成分（Ａ）～（Ｃ）」と称することがある。
　図１は、後述の実施例７で調製した組成物をデジタル顕微鏡で観察した際に取得した画
像である。
　図１に示すように、本発明の組成物は、粒子を含有し、当該粒子は、セルロースナノフ
ァイバー（Ａ）を含む外殻から構成されている。
　本発明の組成物において、有機溶剤（Ｃ）の少なくとも一部は、当該粒子に取り込まれ
た状態であり、具体的には、前記粒子に内包されている状態、及び、前記粒子の外殻を形
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成しているセルロースナノファイバー（Ａ）に吸着されている状態の少なくとも一方であ
ることが好ましい。
　ここで、「有機溶剤（Ｃ）が前記粒子に内包されている状態」とは、セルロースナノフ
ァイバー（Ａ）を含む外殻から中空粒子が形成され、当該中空粒子の中空部分に有機溶剤
（Ｃ）が取り込まれた状態を意味する。この際、中空粒子を構成する外殻によって、有機
溶剤（Ｃ）は、中空粒子の外側とは隔てられた状態となっている。
【００１２】
　本発明の一態様の組成物において、前記粒子は、有機溶剤（Ｃ）を内包しつつ、且つ、
当該粒子の外殻を構成するセルロースナノファイバー（Ａ）は、有機溶剤（Ｃ）を吸着し
ている状態であってもよい。本明細書において、「セルロースナノファイバー（Ａ）によ
って構成される外殻が有機溶剤（Ｃ）を吸着する」とは、セルロースナノファイバー（Ａ
）によって構成される外殻の網目構造内に有機溶剤（Ｃ）が存在することを意味する。
【００１３】
　前記粒子の外殻に含まれるセルロースナノファイバー（Ａ）は、パルプ等の一般的なセ
ルロース原繊維に比べて、微細な構造を有しているため、単位質量あたりの表面積が大き
く、結果として、セルロースナノファイバー（Ａ）の表面に引きつけられる有機溶剤（Ｃ
）の量も多くなる。
　更に、セルロースナノファイバー（Ａ）は、複数の繊維が互いに絡み合って外殻を形成
するため、表面に有機溶剤（Ｃ）を引きつける力が大きく、セルロースナノファイバー（
Ａ）によって構成される外殻の網目構造内に有機溶剤（Ｃ）を取り込んだ状態（つまり、
有機溶剤（Ｃ）を吸着した状態）を保ち易い。
　そのため、前記粒子の形成時及び形成からしばらくの間は、意図的に一定又はそれ以上
の圧力を加えない限り、有機溶剤（Ｃ）の当該粒子への取り込み（すなわち、外殻の網目
構造内、及び、外殻より内側の空間に有機溶剤（Ｃ）が存在する状態）が保たれ、多量の
有機溶剤（Ｃ）が外部へ放出され難くなる。
【００１４】
　その一方で、前記粒子に取り込まれた有機溶剤（Ｃ）は、粒子の外側と完全に密閉され
たわけではなく、経時的に、徐々に粒子の外側へ放出し得る。
　つまり、本発明の組成物に含まれる粒子は、上記のとおり、セルロースナノファイバー
（Ａ）を含む外殻を備えている。セルロースナノファイバー（Ａ）は繊維状物であるため
、このセルロースナノファイバー（Ａ）を含む外殻は多数の空隙を有する。そして、当該
粒子に取り込まれた有機溶剤（Ｃ）は、この空隙から経時的に粒子の外側へ放出し得る。
【００１５】
　以上のことから、前記粒子は、形成後に取り込んだ有機溶剤（Ｃ）が短期間もしくは負
荷がかからない状態では多量に外部へ放出され難いが、経時的に徐々に有機溶剤（Ｃ）を
外部へ放出する性質である徐放性を有するものといえる。
【００１６】
　加えて、粒子の外殻は、セルロースナノファイバー（Ａ）を含むため、膜強度は高く、
無負荷又は低負荷の通常時には破断し難い。その一方で、当該粒子は、一定又はそれ以上
の圧力が加えられることで容易に破断させることができ、取り込まれていた有機溶剤（Ｃ
）を外部へ一度に供給させ得ることも可能である。
　なお、本発明の一態様の組成物において、前記粒子に取り込まれない有機溶剤（Ｃ）が
存在していてもよい。
【００１７】
　また、前記粒子には、有機溶剤（Ｃ）と共に、水（Ｂ）が取り込まれていてもよい。
　更に、前記粒子には、空気等の気体も取り込まれていてもよい。当該粒子の形成時の撹
拌工程にて、組成物中には空気等の気体が混入するが、前記粒子を構成する外殻の内部に
、空気等の気体が取り込まれることも考えられる。
【００１８】
　ところで、セルロースナノファイバー（Ａ）は、水（Ｂ）と水素結合を形成するため、
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水（Ｂ）との親和性が高い。
　そのため、前記粒子のセルロースナノファイバー（Ａ）を含む外殻は、水（Ｂ）を吸着
した状態であってもよい。つまり、前記粒子は、内部に有機溶剤（Ｃ）を取り込みつつ、
且つ、水（Ｂ）が外殻に保持された状態であってもよい。
【００１９】
　本発明の組成物中において、有機溶剤（Ｃ）が前記粒子に取り込まれる量が多くなるほ
ど、前記粒子とは分離して存在する有機溶剤（Ｃ）から構成される液体の量は少なくなる
。
　また、セルロースナノファイバーを含む外殻を備える前記粒子や、前記粒子を形成して
おらず水に分散しているセルロースナノファイバーが、分散媒である水分子と多く相互作
用する程、水を保持しやすくなるため、セルロースナノファイバー（Ａ）とは分離して存
在する水（Ｂ）から構成される液体の量は少なくなると考えられる。粒子から離れて存在
する液体の量を少なくすることによって粒子の沈降や凝集を防ぐ観点から、当該組成物中
の固形分率は、多いほど好ましい。
　本発明の一態様の組成物中の固形分率は、当該組成物の全量（１００質量％）に対して
、好ましくは８０～１００質量％、より好ましくは９０～１００質量％、更に好ましくは
９５～１００質量％、より更に好ましくは９８～１００質量％である。
【００２０】
　本明細書において、組成物中の「固形分率」とは、テトロンメッシュ（＃２００メッシ
ュ）上に組成物を塗布して静置した後に、テトロンメッシュ上に残存している固形分の割
合を指し、具体的には、実施例に記載の方法により測定された値を意味する。
　なお、上述のテトロンメッシュ上に残存している固形分には、セルロースナノファイバ
ー（Ａ）だけでなく、前記粒子に取り込まれた有機溶剤（Ｃ）、前記粒子の外殻に保持さ
れた水（Ｂ）、及び、前記粒子の外殻の形成には関与していないセルロースナノファイバ
ー（Ａ）に保持された水（Ｂ）等の質量も含まれる。
　そのため、固形分率が多い組成物は、下記［イ］及び［ロ］のうち、少なくとも一方で
あることを意味する。
［イ］セルロースナノファイバー（Ａ）により構成される外殻の３次元網目構造内や該外
殻より内側の空間内に、多くの水（Ｂ）及び有機溶剤（Ｃ）の少なくとも一方が取り込ま
れている。
［ロ］前記粒子の外殻の形成には関与していないセルロースナノファイバー（Ａ）に、多
くの水（Ｂ）及び有機溶剤（Ｃ）の少なくとも一方が保持されている。
【００２１】
　本発明の一態様の組成物に含まれる、前記粒子の平均粒子径は、組成物中で粒子同士の
凝集を抑制する観点から、好ましくは１μｍ以上、より好ましくは５μｍ以上、更に好ま
しくは７μｍ以上、より更に好ましくは１０μｍ以上、特に好ましくは１５μｍ以上であ
り、また、組成物中で粒子の浮上を抑制する観点から、好ましくは６０μｍ以下、より好
ましくは５０μｍ以下、更に好ましくは４０μｍ以下、より更に好ましくは３５μｍ以下
、特に好ましくは３０μｍ以下である。
【００２２】
　また、本発明の一態様の組成物に含まれる、前記粒子の平均粒子径に対する標準偏差は
、一定又はそれ以上の圧力をかけて粒子の外殻を破断させた際に、粒子に取り込まれてい
る有機溶剤の外部への放出量を一定化させる観点から、好ましくは２０μｍ以下、より好
ましくは１８μｍ以下、更に好ましくは１５μｍ以下、より更に好ましくは１２μｍ以下
であり、また、通常１μｍ以上である。
【００２３】
　なお、本明細書において、前記粒子の平均粒子径、及び平均粒子径に対する標準偏差は
、対象となる組成物をデジタル顕微鏡を用いて倍率５００～１０００倍にて観察した際に
取得した画像から算出することができる。
　つまり、当該画像に写し出された前記粒子のうち、任意に選択した３６個の粒子の粒径
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（粒子を構成する外殻の外径）の平均値を上記の「平均粒子径」とすることができる。ま
た、３６個の各粒子の粒径の値から、「平均粒子径に対する標準偏差」も算出することが
できる。上記標準偏差は母集団の標準偏差であり、上記計算においては、３６個の粒径の
値の全てを対象として標準偏差を算出する。
【００２４】
　本発明の一態様の組成物に含まれる、前記粒子の外殻の厚さの平均は、前記粒子の形状
安定性を良好とする観点から、好ましくは１０ｎｍ以上、より好ましくは５０ｎｍ以上、
更に好ましくは７５ｎｍ以上であり、また、一定又はそれ以上の圧力をかけて粒子の外殻
を破断させ易くする観点から、好ましくは２０００ｎｍ以下、より好ましくは１７５０ｎ
ｍ以下、更に好ましくは１５００ｎｍ以下、より更に好ましくは１２５０ｎｍ以下である
。
【００２５】
　なお、本明細書において、前記粒子の外殻の厚さは、対象となる組成物を、ポリエチレ
ンテレフタレートフィルム等の支持材上に塗布及び乾燥して塗膜を形成した後、当該塗膜
の断面を、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）等を用いて観察した際に取得した画像から算出す
ることができる。
　つまり、当該画像に写し出された前記粒子のうち、任意に選択した３６個の粒子の粒径
の外殻の平均値を、上記の「外殻の厚さの平均」とすることができる。
【００２６】
　本発明の一態様の組成物の２３℃、回転数５０ｒｐｍにおける粘度は、貯蔵安定性を良
好とし、容器内に保存した際に沈降を抑制する観点から、好ましくは５００ｍＰａ・ｓ以
上、より好ましくは１０００ｍＰａ・ｓ以上、更に好ましくは１２００ｍＰａ・ｓ以上で
あり、また、撹拌容易性及び容器からの取り出し性を良好とする観点から、好ましくは２
００００ｍＰａ・ｓ以下、より好ましくは１５０００ｍＰａ・ｓ以下、更に好ましくは１
２０００ｍＰａ・ｓ以下である。
【００２７】
　また、本発明の一態様の組成物の２３℃でのＴＩ値（回転数５ｒｐｍにおける粘度／回
転数５０ｒｐｍにおける粘度）は、貯蔵安定性を良好とし、容器内に保存した際に沈降を
抑制する観点から、好ましくは１．２以上、より好ましくは２以上、更に好ましくは３以
上、より更に好ましくは４以上であり、また、容器からの取り出し性を良好とする観点か
ら、好ましくは２０以下、より好ましくは１５以下、更に好ましくは１０以下、より更に
好ましくは８以下である。
　また、本明細書において、組成物の粘度は、ＪＩＳ　Ｚ　８８０３：２０１１に準拠し
て、Ｂ型粘度計を用いて測定した値を意味する。
【００２８】
　本発明の一態様の組成物のｐＨは、形成される粒子が安定し、組成物中で分散状態を維
持し易いという観点から、好ましくは４以上、より好ましくは５以上、更に好ましくは６
以上であり、また、好ましくは１０以下、より好ましくは９以下、更に好ましくは８以下
である。
　なお、本明細書において、組成物のｐＨは、２３℃、相対湿度５０％の環境下にて、実
施例に記載の方法に基づき測定した値を意味する。
【００２９】
　本発明の一態様の組成物は、上記成分（Ａ）～（Ｃ）以外の成分を含有してもよい。
　ただし、本発明の一態様の組成物において、セルロースナノファイバー（Ａ）、水（Ｂ
）及び有機溶剤（Ｃ）の合計含有量は、前記組成物の全量（１００質量％）に対して、好
ましくは６０～１００質量％、より好ましくは６５～１００質量％、更に好ましくは７０
～１００質量％、より更に好ましくは８０～１００質量％である。
【００３０】
　本発明の一態様の組成物の有効成分濃度は、前記組成物の全量（１００質量％）に対し
て、前記粒子を形成し易くすると共に、形成された粒子の膜強度を向上させる観点から、
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好ましくは０．５質量％以上、より好ましくは０．７質量％以上、更に好ましくは１．０
質量％以上、より更に好ましくは１．５質量％以上であり、また、前記粒子を形成し易く
するように、組成物の粘度を適切に調整する観点から、好ましくは５０質量％以下、より
好ましくは２０質量％以下、更に好ましくは１５質量％以下、より更に好ましくは１０質
量％以下である。
　なお、本明細書において、「有効成分」とは、組成物に含まれる成分のうち、水（Ｂ）
及び有機溶剤（Ｃ）を除いた成分を意味し、具体的には、セルロースナノファイバー（Ａ
）、セルロースナノファイバー（Ａ）以外の多糖類、及び各種添加剤等を指す。つまり、
セルロースナノファイバー（Ａ）に取り込まれた有機溶剤（Ｃ）及び水（Ｂ）の質量は含
まれない点で、上述の「固形分率」とは異なる。
【００３１】
　セルロースナノファイバー（Ａ）を含む外殻を備え、有機溶剤（Ｃ）を取り込んだ粒子
は、配合するセルロースナノファイバー（Ａ）の配合量、セルロースナノファイバー（Ａ
）と有機溶剤（Ｃ）との配合量比、及び有機溶剤（Ｃ）の種類等を適宜調整することで、
より形成させ易くすることもできる。
【００３２】
　ところで、本発明の組成物においては、有機溶剤（Ｃ）とセルロースナノファイバー（
Ａ）との配合量比〔（Ｃ）／（Ａ）〕を、質量比で、０．０５～４５となるように配合す
ることで、前記粒子を形成し易くなるようにしている。
　つまり、配合量比〔（Ｃ）／（Ａ）〕が０．０５未満であると、セルロースナノファイ
バー（Ａ）に取り込まれる有機溶剤（Ｃ）の量が少なすぎるため、形成される前記粒子の
数が少なく、組成物全体の徐放性が不十分となり易い。
　また、配合量比〔（Ｃ）／（Ａ）〕が４５超であると、セルロースナノファイバー（Ａ
）に対して、有機溶剤（Ｃ）の量が多すぎるため、有機溶剤（Ｃ）を添加したセルロース
ナノファイバー（Ａ）の水分散液の撹拌がしづらくなり、前記粒子の形成が難しくなる。
その結果、組成物全体の徐放性が不十分となり易い。
【００３３】
　上記観点から、本発明の一態様の組成物において、有機溶剤（Ｃ）とセルロースナノフ
ァイバー（Ａ）との配合量比〔（Ｃ）／（Ａ）〕は、質量比で、０．０５以上であるが、
好ましくは０．１以上、より好ましくは０．５以上、更に好ましくは０．７５以上、より
更に好ましくは０．９質量部以上であり、また、４５以下であるが、好ましくは４０以下
、より好ましくは３５以下である。
【００３４】
　なお、上述の配合量比〔（Ｃ）／（Ａ）〕を調整する以外にも、セルロースナノファイ
バー（Ａ）の形状（直径、繊維長、アスペクト比）、水（Ｂ）及び有機溶剤（Ｃ）の配合
量、水（Ｂ）と有機溶剤（Ｃ）との配合量比等を適宜設定することによっても、前記粒子
をより形成し易くすることもできる。
　以下、前記粒子を形成するための具体的な手法を中心に、各成分の詳細について説明す
る。
【００３５】
＜セルロースナノファイバー（Ａ）＞
　本発明の一態様で用いるセルロースナノファイバー（Ａ）の原料としては、例えば、木
材由来のクラフトパルプ又はサルファイトパルプ；クラフトパルプ又はサルファイトパル
プを高圧ホモジナイザーやミル等で粉砕した粉末セルロース；粉末セルロースを酸加水分
解などの化学処理により精製した微結晶セルロース粉末；コウゾ、雁皮、三椏等の靭皮繊
維パルプ；コットンパルプ、ケナフ、麻、イネ、バカス、竹等の植物由来のセルロース系
原料；等のセルロース系原料が挙げられる。
【００３６】
　なお、これらの原料中にリグニンが多く残留してしまうと、当該原料の酸化反応を阻害
する恐れがあるため、これらの原料に対して、リグニンの除去を施した、セルロース系原
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料が好ましい。
　また、上述のセルロース系原料を高速回転式、コロイドミル式、高圧式、ロールミル式
、超音波式などの分散装置、湿式の高圧または超高圧ホモジナイザー等で微細化したもの
を使用することもできる。
【００３７】
　また、これらのセルロース系原料は、化学修飾及び／又は物理修飾して機能性を高めた
ものであってもよい。ここで、化学修飾としては、アセチル化、カルボキシ化、カルボキ
シナトリウム化、エステル化、シアノエチル化、アセタール化、エーテル化、アリール化
、アルキル化、アクリロイル化、イソシアネート化等によって官能基を付加させること、
及び、シリケートやチタネート等の無機物を化学反応やゾルゲル法等によって複合化や被
覆化させること等が挙げられる。
　また、物理修飾としては、金属やセラミック原料を、真空蒸着、イオンプレーティング
、スパッタリング等の物理蒸着法（ＰＶＤ法）、化学蒸着法（ＣＶＤ法）、無電解メッキ
や電解メッキ等のメッキ法等によって表面被覆させることが挙げられる。
　なお、これらの変性処理は、セルロース系原料を解繊時もしくは解繊する前後のいずれ
に行ってもよい。
【００３８】
　上述のセルロース系原料は、解繊してナノファイバー化することで、セルロースナノフ
ァイバーとすることができる。
　具体的な方法としては、セルロース系原料が水等の分散媒に分散している分散液を調製
した後、セルロース系原料にせん断力を印加することで、セルロースナノファイバーを含
む分散液とする方法が挙げられる。
　セルロース系原料にせん断力を印加する方法としては、水等の分散媒にセルロース系原
料を添加した後、高速回転式、コロイドミル式、高圧式、ロールミル式、超音波式等の装
置を用いて調製する方法が好ましい。
　この際、分散液にかかる圧力は、好ましくは５０ＭＰａ以上、より好ましくは１００Ｍ
Ｐａ以上、更に好ましくは１４０ＭＰａ以上である。
　このような高圧下で、セルロース系原料に強力なせん断力を印加する観点から、湿式の
高圧又は超高圧ホモジナイザーを用いることが好ましい。
【００３９】
　本発明の一態様で用いる、セルロースナノファイバー（Ａ）の直径（太さ）の平均は、
前記粒子を形成し易くすると共に、形成された粒子の膜強度を向上させる観点から、好ま
しくは１．０ｎｍ以上、より好ましくは１．５ｎｍ以上、更に好ましくは２．０ｎｍ以上
、より更に好ましくは２．５ｎｍ以上であり、また、好ましくは１０００ｎｍ以下、より
好ましくは５００ｎｍ以下、更に好ましくは２００ｎｍ以下、より更に好ましくは１００
ｎｍ以下ある。
【００４０】
　本発明の一態様で用いる、セルロースナノファイバー（Ａ）の繊維長の平均は、前記粒
子を形成し易くすると共に、形成された粒子の膜強度を向上させる観点から、好ましくは
０．０１μｍ以上、より好ましくは０．１μｍ以上、更に好ましくは０．２μｍ以上、よ
り更に好ましくは０．３μｍ以上であり、また、好ましくは１０μｍ以下、より好ましく
は７．０μｍ以下、更に好ましくは５．０μｍ以下、より更に好ましくは２．５μｍ以下
である。
【００４１】
　本発明の一態様で用いる、セルロースナノファイバー（Ａ）の平均アスペクト比は、前
記粒子を形成し易くすると共に、形成された粒子の膜強度を向上させる観点から、好まし
くは５以上、より好ましくは１０以上、更に好ましくは１５以上であり、また、好ましく
は１００００以下であり、より好ましくは５０００以下であり、更に好ましくは、３００
０以下、より更に好ましくは１０００、特に好ましくは５００以下である。
【００４２】
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　なお、「アスペクト比」とは、対象であるセルロースナノファイバーの太さに対する長
さの割合〔長さ／太さ〕であり、セルロースナノファイバーの「長さ」とは、当該セルロ
ースナノファイバーの最も離れた２点間の距離を指す。
　また、対象となるセルロースナノファイバーの一部分が、他のセルロースナノファイバ
ーと接触して「長さ」の認定が難しい場合には、対象のセルロースナノファイバーのうち
、太さの測定が可能な部分のみの長さを測定し、当該部分のアスペクト比が上記範囲であ
ればよい。
　セルロースナノファイバー（Ａ）の直径（太さ）及び繊維長は、透過型電子顕微鏡を用
いて測定することができる。また、セルロースナノファイバー（Ａ）の直径（太さ）の平
均及び繊維長の平均は、任意に選択した複数のセルロースナノファイバーの直径（太さ）
及び繊維長を測定し、それぞれの平均値を算出することで得られる。セルロースナノファ
イバー（Ａ）の平均アスペクト比は、こうして得られた直径（太さ）の平均と繊維長の平
均とを用いて算出することができる。セルロースナノファイバー（Ａ）の直径（太さ）、
繊維長、これらの平均値、及び、平均アスペクト比は具体的には実施例に示す方法で算出
することができる。
【００４３】
　本発明の一態様の組成物において、セルロースナノファイバー（Ａ）の配合量は、当該
組成物の全量（１００質量％）に対して、前記粒子を形成し易くすると共に、形成された
粒子の膜強度を向上させる観点から、好ましくは０．７質量％以上、より好ましくは０．
８質量％以上、更に好ましくは１．０質量％以上、より更に好ましくは１．２質量％以上
であり、また、前記粒子を形成し易くするように、組成物の粘度を適切に調整する観点か
ら、好ましくは１５質量％以下、より好ましくは１０質量％以下、更に好ましくは７質量
％以下、より更に好ましくは５質量％以下、特に好ましくは３質量％以下である。
【００４４】
＜水（Ｂ）＞
　本発明の一態様の組成物において、水（Ｂ）は、そのほとんどが、前記粒子が備える外
殻に吸着されているか、又は、前記粒子の外側に存在している。
　ただし、水（Ｂ）の一部が、前記粒子の内部で有機溶剤（Ｃ）と共に内包されていても
よい。
【００４５】
　本発明の一態様の組成物において、適度な粘度を有する組成物を調製すると共に、前記
粒子を形成し易くする観点から、水（Ｂ）の配合量は、当該組成物の全量（１００質量％
）に対して、好ましくは１５質量％以上、より好ましくは３０質量％以上、更に好ましく
は５０質量％以上、より更に好ましくは６０質量％以上であり、また、好ましくは９９質
量％以下、より好ましくは９８．７質量％以下、更に好ましくは９８．５質量％以下であ
る。
【００４６】
　本発明の一態様の組成物において、適度な粘度を有する組成物を調製すると共に、前記
粒子を形成し易くする観点から、セルロースナノファイバー（Ａ）１００質量部に対する
、水（Ｂ）の配合割合は、好ましくは５００質量部以上、より好ましくは１０００質量部
以上、更に好ましくは２０００質量部以上、より更に好ましくは３０００質量部以上であ
り、また、好ましくは２００００質量部以下、より好ましくは１５０００質量部以下、更
に好ましくは１００００質量部以下である。
【００４７】
　なお、本発明の一態様の組成物は、セルロースナノファイバー（Ａ）及び水（Ｂ）を含
む水分散液に、有機溶剤（Ｃ）を配合してなるものであることが好ましい。
　予め、前記水分散液を調製した後、有機溶剤（Ｃ）を配合することで、セルロースナノ
ファイバー（Ａ）が有機溶剤（Ｃ）を取り込み易くなり、前記粒子が形成され易くなる。
　当該水分散液は、セルロースナノファイバー（Ａ）と水（Ｂ）との配合量比が上記範囲
となるように、各成分を配合して調製することが好ましい。
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　また、当該水分散液には、セルロースナノファイバー（Ａ）及び水（Ｂ）と共に、成分
（Ａ）～（Ｃ）以外の他の成分を含有してもよい。
【００４８】
＜有機溶剤（Ｃ）＞
　本発明の一態様で用いる有機溶剤（Ｃ）としては、組成物の用途に応じて適宜選択する
ことができ、例えば、ヘプタン、ｎ－ヘキサデカン、トルエン、シクロヘキサノン、メチ
ルエチルケトン、ｎ－ドデカン、テトラヒドロフラン、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘ
キサン、１，４－ジオキサン、スチレン、ノルマルヘキサン、ガソリン、テレビン油、フ
ェノール等が挙げられる。
　なお、本発明の組成物で用いる有機溶剤（Ｃ）は、単独で用いてもよく、２種以上を併
用した混合溶剤としてもよい。
【００４９】
　本発明の一態様で用いる有機溶剤（Ｃ）は、炭素数２０未満の有機溶剤（Ｃ１）を含む
ことが好ましい。
　炭素数２０未満の有機溶剤（Ｃ１）は、セルロースナノファイバー（Ａ）に取り込まれ
易く、前記粒子が形成され易い。
　つまり、炭素数が大きい有機溶剤は、有機溶剤の分子同士が集まり易く、また、粘度が
高いため、真球に近い粒子の形成が行われ難くなる。その結果、このような有機溶剤は、
セルロースナノファイバー（Ａ）に取り込まれずに、前記粒子の外側に残存する割合が多
くなると考えられる。
　なお、有機溶剤（Ｃ１）の炭素数は、好ましくは２０未満、より好ましくは１～１８、
更に好ましくは１～１６である。
【００５０】
　上記観点から、有機溶剤（Ｃ）中の有機溶剤（Ｃ１）の配合割合としては、有機溶剤（
Ｃ）の全量（１００質量％）基準で、好ましくは２０質量％以上、より好ましくは３５質
量％以上、更に好ましくは５０質量％以上、より更に好ましくは７０質量％以上である。
【００５１】
　また、有機溶剤（Ｃ１）の中でも、ヘプタン、ｎ－ヘキサデカン、トルエン、シクロヘ
キサノン、メチルエチルケトン、及びｎ－ドデカンから選ばれる１種以上の有機溶剤（Ｃ
２）が好ましい。
　これらの有機溶剤（Ｃ２）を含むことで、前記粒子をより形成し易くすることができる
。
　前記粒子をより形成し易くする観点から、有機溶剤（Ｃ）中の有機溶剤（Ｃ２）の配合
割合は、有機溶剤（Ｃ）の全量（１００質量％）基準で、好ましくは２０質量％以上、よ
り好ましくは３５質量％以上、更に好ましくは５０質量％以上、より更に好ましくは７０
質量％以上である。
【００５２】
　また、本発明の一態様の組成物において、前記粒子を形成し易くする観点から、有機溶
剤（Ｃ）の２５℃における粘度は、好ましくは０．１ｍＰａ・ｓ以上、より好ましくは０
．１５ｍＰａ・ｓ以上、更に好ましくは０．２ｍＰａ・ｓ以上、より更に好ましくは０．
２５ｍＰａ・ｓ以上であり、また、好ましくは３０ｍＰａ・ｓ以下、より好ましくは１０
ｍＰａ・ｓ以下、更に好ましくは６．０ｍＰａ・ｓ以下、より更に好ましくは２．８ｍＰ
ａ・ｓ以下である。
【００５３】
　本発明の一態様の組成物において、前記粒子を形成し易くする観点から、有機溶剤（Ｃ
）の配合量は、当該組成物の全量（１００質量％）に対して、好ましくは０．０５質量％
以上、より好ましくは０．１質量％以上、更に好ましくは０．５質量％以上、より更に好
ましくは０．８質量％以上であり、また、好ましくは８０質量％以下、より好ましくは６
０質量％以下、より好ましくは４５質量％以下、更に好ましくは４２質量％以下、更に好
ましくは４０質量％以下、更に好ましくは３８質量％以下である。
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【００５４】
　本発明の一態様の組成物において、前記粒子を形成し易くする観点から、水（Ｂ）と有
機溶剤（Ｃ）との配合量比〔（Ｂ）／（Ｃ）〕は、質量比で、好ましくは０．１以上、よ
り好ましくは０．５以上、更に好ましくは１．０以上、より更に好ましくは１．５以上で
あり、また、好ましくは１０００以下、より好ましくは７００以下、更に好ましくは５０
０以下、より更に好ましくは３００以下、特に好ましくは１００以下である。
【００５５】
＜成分（Ａ）～（Ｃ）以外の他の成分＞
　本発明の一態様の組成物において、本発明の効果を損なわない範囲で、成分（Ａ）～（
Ｃ）以外の他の成分を含有してもよい。
　このような他の成分としては、前記組成物の用途に応じて適宜選択されるが、例えば、
着色剤、酸化防止剤、ｐＨ調整剤、甘味料、香料、防腐剤、紫外線吸収剤、重合禁止剤、
防菌剤、殺虫剤、消泡剤、気泡剤、凝集剤、増粘剤、可塑剤、改質剤、防炎剤、難燃剤等
が挙げられる。
【００５６】
　本発明の一態様の組成物において、界面活性剤を含有してもよい。
　ただし、界面活性剤を含む組成物を人体に触れる用途に使用する場合、特に、敏感肌の
使用者にとって、当該界面活性剤は浸透剤及び刺激的な刺激物ともなる。また、界面活性
剤を含む組成物は、当該組成物の物性の安定性に影響を与える懸念もある。
　そのため、本発明一態様の組成物において、界面活性剤の含有量は少ないほど好ましい
。
　上記観点から、本発明の一態様の組成物において、界面活性剤の含有量は、セルロース
ナノファイバー（Ａ）の全量１００質量部に対して、好ましくは１０質量部未満、より好
ましくは１質量部未満、更に好ましくは０．１質量部未満、より更に好ましくは０．０１
質量部未満、特に好ましくは０．００１質量部未満、最も好ましくは０質量部である。
【００５７】
　また、本発明の一態様の組成物において、セルロースナノファイバー（Ａ）以外の多糖
類を含有してもよいが、前記粒子の熱的安定性を向上させると共に、粒子を形成し易くす
る観点から、当該多糖類の含有量は少ないほど好ましい。
　上記観点から、本発明の一態様の組成物において、セルロースナノファイバー（Ａ）以
外の多糖類の含有量は、セルロースナノファイバー（Ａ）の全量１００質量部に対して、
好ましくは１０質量部未満、より好ましくは１質量部未満、更に好ましくは０．１質量部
未満、より更に好ましくは０．０１質量部未満、特に好ましくは０質量部である。
【００５８】
〔組成物の製造方法〕
　本発明の組成物の製造方法としては、特に制限はないが、前記粒子を形成し易くする観
点から、下記工程（１）～（２）を有する方法が好ましい。
・工程（１）：セルロースナノファイバー（Ａ）及び水（Ｂ）を含む水分散液を調製する
工程。
・工程（２）：工程（１）で得た水分散液に、有機溶剤（Ｃ）を添加する工程。
　なお、工程（１）及び（２）で用いる、成分（Ａ）～（Ｃ）の詳細は、上述のとおりで
ある。
【００５９】
＜工程（１）＞
　工程（１）は、セルロースナノファイバー（Ａ）及び水（Ｂ）を含む水分散液を調製す
る工程である。
　本工程において、市販の水分散液を用いる場合には、当該工程は省略してもよく、また
、市販の水分散液に、セルロースナノファイバー（Ａ）又は水（Ｂ）を加え、所望の配合
量とした水分散液に調製してもよい。
【００６０】
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　また、成分（Ａ）～（Ｃ）以外の他の成分を配合する場合には、工程（１）の水分散液
の調製の際に配合してもよく、工程（１）と工程（２）との間に配合してもよく、工程（
２）の際に配合してもよく、工程（２）の後に配合してもよい。
【００６１】
　工程（１）で得られた水分散液のｐＨは、水分散液中でセルロースナノファイバー（Ａ
）の凝集を抑え、形成される粒子の形状及び大きさのばらつきを小さくする観点から、好
ましくは４以上、より好ましくは５以上、更に好ましくは６以上であり、また、好ましく
は１０以下、より好ましくは９以下、更に好ましくは８以下である。
【００６２】
＜工程（２）＞
　工程（２）は、工程（１）で得た水分散液に、有機溶剤（Ｃ）を添加する工程である。
　本工程において、ホモディスパー、ミキサー、パドル翼等の撹拌翼を取り付けた撹拌装
置を用いて、水分散液を撹拌しながら、有機溶剤（Ｃ）を添加することが好ましい。
【００６３】
　水分散液を撹拌する際の撹拌速度（回転数）は、セルロースナノファイバー（Ａ）の凝
集を抑え、形成される粒子の形状及び大きさのばらつきを小さくする観点から、好ましく
は５００ｒｐｍ以上、より好ましくは１０００ｒｐｍ以上、更に好ましくは１５００ｒｐ
ｍ以上、より更に好ましくは２０００ｒｐｍ以上であり、また、好ましくは５０００ｒｐ
ｍ以下、より好ましくは４５００ｒｐｍ以下、より好ましくは４０００ｒｐｍ以下、更に
好ましくは３５００ｒｐｍ以下、より更に好ましくは３０００ｒｐｍ以下である。
【００６４】
　また、水分散液の温度は、セルロースナノファイバー（Ａ）の凝集を抑え、形成される
粒子の形状及び大きさのばらつきを小さくする観点から、好ましくは５℃以上、より好ま
しくは１０℃以上、更に好ましくは１５℃以上であり、また、添加した有機溶剤（Ｃ）の
揮発を抑制する観点から、好ましくは４５℃以下、より好ましくは４０℃以下、更に好ま
しくは３５℃以下である。
【００６５】
　有機溶剤（Ｃ）の添加方法としては、形成される粒子の形状及び大きさのばらつきを小
さくする観点から、一定時間ごとに一定量ずつ添加する方法が好ましい。
　具体的には、水分散液の全量１００質量部に対する、１０秒ごとの有機溶剤（Ｃ）の添
加量としては、好ましくは０．１質量部以上、より好ましくは１質量部以上、更に好まし
くは３質量部以上、より更に好ましくは５質量部以上であり、また、好ましくは２０質量
部以下、より好ましくは１５質量部以下、更に好ましくは１０質量部以下、より更に好ま
しくは７質量部以下である。
【００６６】
　有機溶剤（Ｃ）の添加開始からの撹拌時間は、形成される粒子の形状及び大きさのばら
つきを小さくする観点から、好ましくは３分以上、より好ましくは５分以上、更に好まし
くは１０分以上であり、また、好ましくは１８０分以下、より好ましくは１２０分以下、
更に好ましくは６０分以下、より更に好ましくは４０分以下、特に好ましくは２０分以下
である。なお、撹拌時間とは、有機溶剤（Ｃ）の添加から撹拌を終了するまでの時間を指
す。有機溶剤（Ｃ）を十分に分散させるとともに粒子の形成を促進させるため、必要量の
有機溶剤（Ｃ）の添加終了後も、有機溶剤（Ｃ）添加開始からの上記時間が経過するまで
撹拌を継続することが望ましい。
【００６７】
＜組成物の用途＞
　本発明の組成物に含まれる粒子は、有機溶剤を内包する粒子であって、経時的に有機溶
剤を少しずつ外部へ放出することができる性質である徐放性を有すると共に、一定又はそ
れ以上の圧力をかけると外殻が破れて有機溶剤を外部へ供給することができる。
　このような特性を有する粒子を含む組成物は、農業、食品、化粧品、薬剤等の分野にお
いて使用し得る。
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　具体的には、加圧に応じて供給される液体香料、温度に応じて供給される液体香料、温
度に応じて舌の上で味が変化する食材、温度に応じて徐放される冷却材、感圧型接着剤、
ドラックデリバリーシステム等が挙げられる。
　より具体的には、上記各用途における有効成分（香料、栄養分、機能性物質、薬剤等）
を適当な有機溶剤に混合したものを、上述したセルロースナノファイバーを含む外殻から
なる中空粒子に取り込ませた組成物を調製して、それぞれの用途に用いることができる。
【実施例】
【００６８】
　本発明について、以下の実施例により具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限
定されるものではない。なお、下記物性値の測定法は、以下のとおりである。
【００６９】
（１）セルロースナノファイバーの直径（太さ）の平均、長さの平均、平均アスペクト比
　透過型電子顕微鏡（カールツァイス社製、製品名「ＬＥＯ９１２」）を用いて、任意に
選択した１０本のセルロースナノファイバーの直径（太さ）及び長さを測定し、１０本の
平均値を、対象となるセルロースナノファイバーの「直径（太さ）の平均」及び「長さの
平均」とした。また、「長さの平均／直径（太さ）の平均」を平均アスペクト比とした。
（２）水分散液、組成物のｐＨ
　２３℃、相対湿度５０％の環境下、コンパクトｐＨメータ（株式会社堀場アドバンスド
テクノ製、製品名「ＬＡＱＵＡｔｗｉｎ　ｐＨ－２２Ｂ」）を用いて、ｐＨ４．０１標準
液とｐＨ６．８６標準液の２点校正を行った後、平面センサ全体を覆うように試料を滴下
して測定した。
（３）有機溶剤の粘度
　ＪＩＳ　Ｚ　８８０３：２０１１に準拠して、Ｂ型粘度計を用いて、２３℃、回転数５
ｒｐｍにて測定した。
（４）組成物の粘度、ＴＩ値
　ＪＩＳ　Ｚ　８８０３：２０１１に準拠して、Ｂ型粘度計を用いて、２３℃、回転数５
ｒｐｍ及び５０ｒｐｍにおける組成物の粘度を測定した。また、〔回転数５ｒｐｍにおけ
る粘度〕／〔回転数５０ｒｐｍにおける粘度〕の比をＴＩ値とした。
【００７０】
実施例１～１３、比較例１～２
　組成物の調製に際し、下記の市販品のセルロースナノファイバーを含む水分散液（１）
又は（２）を使用した。
・水分散液（１）：製品名「ＢｉＮＦｉ－ｓ　ＡＭａ　１０００２」、株式会社スギノマ
シン製。直径（太さ）の平均＝７６．８ｎｍ、長さの平均＝１．４μｍ、平均アスペクト
比＝１８．２である、機械処理型のセルロースナノファイバーを２質量％含む水分散液。
　水分散液（１）は、セルロースナノファイバー１００質量部に対して、水を４９００質
量部含有するものであり、水分散液（１）のｐＨ＝７．０であった。
・水分散液（２）：製品名「ＴＥＭＰＯ酸化ＣＮＦ」、日本製紙株式会社製。直径（太さ
）の平均＝３．８ｎｍ、長さの平均＝０．７μｍ、平均アスペクト比＝１８４である、化
学処理型のセルロースナノファイバーを１質量％含む水分散液。
　水分散液（２）は、セルロースナノファイバー１００質量部に対して、水を９９００質
量部含有するものであり、水分散液（２）のｐＨ＝７．０であった。
【００７１】
　上記水分散液（１）又は（２）に、表１に示す種類の有機溶剤を、水分散液（１）又は
（２）中のセルロースナノファイバー１００質量部に対して表１に示す配合量となるよう
に添加した。
　具体的には、超高速マルチ撹拌システム（プライミクス株式会社製、製品名「ラボ・リ
ューション（登録商標）」、撹拌羽：ホモディスパー（同社製、羽の直径３５ｍｍ））を
用いて、２３℃の水分散液を、回転数３０００ｒｐｍで撹拌した。撹拌開始後、表１に記
載の有機溶剤を、水分散液（１）又は（２）の全量１００質量部に対して、１０秒毎に５
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質量部の速さで添加した。有機溶剤を添加後も撹拌を続け、撹拌開始から１０分後に撹拌
を終了し、組成物を調製した。
【００７２】
【表１】

【００７３】
　実施例及び比較例で調製した組成物について、粘性（５ｒｐｍ及び５０ｒｐｍにおける
粘度、ＴＩ値）を測定及び算出すると共に、下記の評価及び測定を行った。これらの結果
を表２に示す。
【００７４】
（１）組成物中の固形分率の測定
　上底面の直径７．２ｃｍ、下底面の直径６．８ｃｍ、高さ８ｃｍの円錐台形のコップを
用いて、コップの上底面に、一辺１０ｃｍの正方形に切断したテトロンメッシュ（＃２０
０メッシュ）を載せて、クリップでコップの淵とテトロンメッシュを固定し、測定用容器
を作成した。
　実施例及び比較例で調製した組成物１０ｇを、この測定用容器のテトロンメッシュ上に
薄く広げるように塗布し１分間静置した。そして、測定用容器内に落下した組成物中の液
体の質量ｗ［ｇ］を測定し、下記式から、組成物中の固形分率を算出した。
・固形分率［質量％］＝１００－（ｗ［ｇ］／１０［ｇ］×１００）
【００７５】
（２）粒子の存在の有無の観察
　図２（ａ）に示す平面模式図のように、スライドガラス１１の表面上に、各厚さ１２５
μｍの２枚の帯状のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム２１、２２を、水平
方向に５ｃｍ離れるように平行に設置し、２枚のＰＥＴフィルム２１、２２で挟まれた隙
間３０を設け、隙間３０に、調製した組成物を約０．０６ｍｌ滴下した。
　そして、図２（ｂ）に示す正面模式図のように、別のスライドガラス１２を、２枚のＰ
ＥＴフィルム２１、２２と、隙間３０に満たした組成物４０とを覆うように積層し、測定
サンプル１００を作製した。
　上記測定サンプルを用いて、デジタル顕微鏡（キーエンス社製、製品名「ＶＨＸ－５０
００」）を用いて、倍率５００倍にて、組成物を観察した際のデジタル画像を取得した。
そして、当該デジタル画像から、セルロースナノファイバーを含む外殻を備える粒子の存
在を確認し、以下の基準で評価した。
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・Ａ：前記粒子の存在が確認できた。
・Ｆ：前記粒子の存在が確認できなかった。
　なお、以下の（３）～（５）の評価は、前記粒子が確認できた組成物についてのみ行っ
た。
【００７６】
（３）粒子の平均粒子径、及び、粒子の平均粒子径に対する標準偏差の算出
　上記（２）で得たデジタル画像から、任意に選択した３６個の粒子の粒子（粒子を構成
する外殻の外径）を測定し、粒子の平均粒子径、及び、粒子の平均粒子径に対する標準偏
差を算出した。
【００７７】
（４）粒子に有機溶剤が取り込まれているか否かの確認
　２３℃、５０％ＲＨ（相対湿度）の環境下で、調製した組成物をガラス板の表面に着滴
し、組成物の表面をガラス棒で叩いた際に、粒子が割れて有機溶剤が放出されるか否かの
様子を、デジタル顕微鏡（キーエンス社製、製品名「ＶＨＸ－５０００」）を用いて、倍
率５００倍で観察しながら確認し、下記基準で評価した。
・Ａ：粒子が割れて有機溶剤が放出される様子が確認された。
・Ｆ：粒子に変化は起こらず、有機溶剤が放出される様子は確認できなかった。
【００７８】
（５）粒子の徐放性の確認
　直径４．２ｃｍの円柱状のガラス製の透明容器に、調製した組成物を１００ｇ入れたも
のを試験サンプルとした。また、測定対象となる組成物１００ｇ中に含まれる質量の有機
溶剤を、上記の同じ種類の透明容器に入れたものを比較サンプルとした。
　そして、試験サンプル及び比較サンプルを、蓋をしていない状態で、２３℃で、相対湿
度５０％とし、連続作動させたドラフト内で、６時間静置した。
　静置後にドラフトから取り出した試験サンプル及び比較サンプルの臭いを、５人の評価
者が確認した。そして、表２には「比較サンプルに比べて試験サンプルの方が臭いがする
」と判断した評価者の数を記載した。当該評価者の数が多いほど、高い確度で粒子が徐放
性を有しているといえる。
【００７９】
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【表２】

【００８０】
　図１は、実施例７の組成物をデジタル顕微鏡で観察した際に取得した画像であり、粒子
が存在していることが分かる。実施例１～６及び８～１３の組成物においても、同様の粒
子の存在が確認された。そして、これらの粒子が徐放性を有することも確認された。
　なお、実施例７の組成物のｐＨは７．０であった。
【００８１】
　また、実施例７及び１０で調製した組成物をそれぞれ、支持体であるＰＥＴフィルム（
東洋紡株式会社製コスモシャイン（登録商標）、品番「Ａ４１００」、厚さ：５０μｍ）
の易接着層面上に塗布し、１２０℃で１０分間乾燥して、厚さ５０μｍの塗膜を形成し、
当該塗膜の断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）（株式会社日立製作所製　Ｓ－４７００）
で観察した際の画像を取得した。そして、画像に写し出された前記粒子のうち、任意に選
択した３６個の粒子の外殻の厚さをそれぞれ測定し、これらの平均値を、上記の「外殻の
厚さの平均」として算出した。
　その結果、組成物中の前記粒子の外殻の厚さの平均は、実施例７で「１２０２ｎｍ」で
あり、実施例１０で「９３ｎｍ」であった。
【００８２】
　一方、比較例１～２で調製した組成物においては、粒子の存在は確認できなかった。
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